様式第１号

令和　　年　　月　　日

米子市長　様

	所在地
	〒



	名　　　　称
	

	代表者職氏名
	

	

	担当者職氏名
	

	電話番号
	

	Ｅメール
	


プロポーザル参加希望書

令和８年３月　　日付けで公募のあった「若者のつながりづくり推進業務」に関するプロポーザルに参加を希望します。

なお、当法人は「若者のつながりづくり推進業務に係る公募型プロポーザル実施要領」に記載の参加資格を有しますので、次に掲げる書類を添付するとともに、これらの書類に記載した内容については、事実と相違ないことを誓約します。

添付書類

（１）商業登記又は法人登記に係る登記事項証明書（交付の日から３か月を経過していないもの）
（２）市税等納付確認同意書（様式第２号）
（３）消費税及び地方消費税の滞納がないことを証する書面（交付の日から３か月を経過していないもの）

（４）役員等調書兼照会承諾書（様式第３号）
（５）同種業務処理実績書（様式第４号）

※（１）、（２）、（３）及び（４）については米子市入札参加資格者名簿に登録

されている者は、提出することを要しない。

様式第２号
市税等納付確認同意書
令和　　年　　月　　日
米子市長　様
	所在地
	

	名　　　　称
	

	代表者職氏名
	


次の業務にかかる公募型プロポーザルへの参加希望書提出に伴い、当法人の市税等（市税・下水道使用料・下水道事業受益者負担金・淀江町公共下水道排水施設加入金・農業集落排水施設使用料・農業集落排水事業分担金）の納付状況について、確認することに同意します。
記
プロポーザル実施業務名　若者のつながりづくり推進業務
様式第３号
役員等調書兼照会承諾書

令和　年　月　日

米子市長　　様

	所在地
	

	名　　　　称
	

	代表者職氏名
	


次の役員等調書の記載事項については、事実と相違ないことを誓約するとともに、この調書に記載した者について、米子市の事務からの暴力団等の排除を目的として、鳥取県米子警察署に照会されることを承諾します。

	役職等
	氏　名
	ふりがな
	生年月日
	性別

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


【注意事項】

１　提出された個人情報は、米子市が暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者ではないことの確認を行うために利用します。

２　この名簿は、１の確認のために使用し、それ以外の目的には使用しません。

様式第４号
同種業務処理実績書
	所在地
	

	名　　　　称
	

	代表者職氏名
	


これまでに当法人（又は当共同事業体を構成する法人）が履行した、若者のつながりづくり業務と同種（地方自治体又は一部事務組合等が発注をし、つながりづくりイベント等の実施及び情報発信を行う業務）の業務は以下のとおりです。
	１
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	履行期間
	

	
	業務概要
	

	
	特筆すべき成果
	

	２
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	履行期間
	

	
	業務概要
	

	
	特筆すべき成果
	

	３
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	履行期間
	

	
	業務概要
	

	
	特筆すべき成果
	


※記載する業務実績は最大３件とする。記入欄が狭い場合は、必要に応じて行の幅を適宜調整してもよい。
様式第５号
共同事業体結成届出書
令和　年　月　日
米子市長　様
共同事業体（代表者）
商号又は名称　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　
代表者職・氏名　　　　　　　　　　　
プロポーザル実施業務名　若者のつながりづくり推進業務
上記業務の公募型プロポーザルに参加するため、共同事業体を結成し、下記のとおり代表者及び代表者の権限を構成員全員一致で定めましたので届出します。
なお、当該業務の委託事業者に指定された場合は、各構成員は当該業務の委託事業者としての業務の遂行及び業務の遂行に伴い当共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して保証します。
記
	共同事業体の構成員
（共同事業体の代表
者を含む。）
	所在地
	

	
	団体名
	
	

	
	代表者氏名
	
	

	
	所在地
	

	
	団体名
	
	

	
	代表者氏名
	
	

	
	所在地
	

	
	団体名
	
	

	
	代表者氏名
	
	

	共同事業体の設立、解散の時期及び存続期間
	　　　　年　月　日から当該委託事業者の委託期間終了後３か月を経過する日まで。ただし、当該共同事業体が上記件名の委託事業者とならなかったときは、当該選定を受けることができなかった日に解散するものとします。また、当共同事業体の構成団体の加入、脱退又は除名については、事前に米子市の承認がなければこれを行うことができないものとします。

	代表者の権限
	１　委託事業者の選定の申請に関する件
２　米子市との委託契約締結に関する件
３　経費の請求受領に関する件
４　その他契約に関する件

	その他
	１　本届出書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできません。
２　代表者の権限に属する事項以外の事項については、構成員全員で構成する運営委員会において、多数決により決するものとします。


※共同事業体での参加を希望する場合のみ、作成・提出すること。
